
令和4年7月号 令和4年7月号
89

７
月
３１
日
㈰
は

寄
居
町
長
選
挙
・

　
寄
居
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙
の

投
票
日
で
す
！

▶選挙時登録の基準日
　7 月 25 日㈪
▶選挙期日の告示日
　7 月 26 日㈫
▶立候補の届出日・場所
　7 月 26 日㈫
　午前8時30分～午後5時

役場6階会議室
▶期日前投票
期間／7 月 27 日㈬～ 30 日㈯
時間／午前8時30分～午後8時
場所／役場1階ロビー
※�入場券の裏面、または期日前投票所
に備え付けの「宣誓書(兼請求書)」へ
の記入が必要です。

▶選挙期日(投票日)・投票時間
　7 月 31 日㈰午前7時～午後8時

▶開票日時・場所
　7 月 31 日㈰午後9時～
　総合体育館・アタゴ記念館

投票日等の日程

寄居町長選挙と寄居町議会議員補欠選挙が7月26日㈫に告示さ
れ、7月31日㈰に投票が行われます。

　この選挙は、わたしたちの毎日の暮らしに密接するとても大切な選
挙です。貴重な一票を大切にしましょう。
※�補欠選挙とは、議員に欠員が生じた場合、その補充をするために行われる選挙
です。

町選挙管理委員会( 581･2121内線181･182)

投票できる方

次のすべてに該当し、寄居町の選挙人名簿に登録されている方
〇日本国民である方

〇平成16年8月1日までに生まれた方

〇�令和4年4月25日までに寄居町に転入の届出などをし、引き続き住
民基本台帳に登録されている方

※�町長選挙と町議会議員補欠選挙では、選挙人名簿に登録されていても、町外
へ転出された方は投票できません。

入場券を郵送します

投票所入場券は、7月下旬に各世帯へ郵送します。1通の封書に4人
までの選挙人を記載できる連記式の入場券となっています。投票日
には、ご自分の入場券を切り取って、入場券に記載されている投票所
にお持ちください。なお、入場券を紛失した場合は、町選挙管理委員
会、または投票日に所定の投票所の受付に申し出てください。

新型コロナウイルス感染症対策

▶皆さまへのお願い
○マスク着用、手指消毒にご協力をお願いします。
○投票所では、周りの方と距離を保つようにお願いします。
○期日前投票をご活用ください。
新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される
状況は、期日前投票事由の6号に該当しますので、
投票日当日の投票所の混雑等が気になる方は期日
前投票を利用することができます。

▶投票所での対策
○投票事務の従事者はマスク着用を徹底します。
○入口・出口にアルコール消毒液を設置します。
○定期的に消毒や換気をします。
○使い捨ての鉛筆を用意します。

期日前投票所は、
投票日当日に近づ
くほど混雑する傾
向にあります。
分散投票にご協力
をお願いします。

特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、
一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票をすることができます。
詳しくは、町公式ホームページをご覧になるか、町選挙管理委員会へ
お問い合わせください。

こ
ん
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と
き
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期
日
前
投
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・
不
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者
投
票
を
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票
に
は
次
の
よ
う
な
方
法
も
あ
り
ま
す

選
挙
運
動
用
ビ
ラ
に
つ
い
て

�

ポ
ス
タ
ー
は
公
営
掲
示
場

　
投
票
日
当
日
に
、
仕
事
で
投
票
所
に
行
く

こ
と
が
で
き
な
い
方
や
冠
婚
葬
祭
を
主
宰
す

る
方
、
買
い
物
な
ど
の
私
用
で
投
票
区
内
に

い
な
い
方
、
病
気
や
け
が
、
妊
娠
な
ど
の
理

由
で
歩
行
が
困
難
な
方(

投
票
日
当
日
に
こ
の

よ
う
な
事
由
が
見
込
ま
れ
る
方)

な
ど
は
、
期

日
前
投
票
、
ま
た
は
不
在
者
投
票
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

不
在
者
投
票

○
指
定
施
設
等
で
の
不
在
者
投
票

　
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し

た
施
設(

病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
等)

に
入
院
・
入

所
中
の
方
は
、
そ
の
施
設
で
投
票
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
投
票
を
希
望
す
る
方
は
、
各

施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
投
票
用
紙
等
の
請
求
は
、
告
示
日

前
で
も
で
き
ま
す
。

○
滞
在
地
で
の
不
在
者
投
票

　
国
内
で
の
長
期
出
張
中
な
ど
で
、
投
票
日

当
日
に
投
票
所
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
方

は
、
滞
在
す
る
最
寄
り
の
市
区
町
村
選
挙
管

代
理
投
票

　

身
体
の
障
害
等
に
よ
り
、
ご
自
分
で
文
字

を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、
投
票
所
で

投
票
管
理
者
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
本
人

が
指
示
し
た
候
補
者
の
氏
名
を
、
投
票
所
の

代
理
投
票
補
助
者
が
本
人
に
代
わ
り
記
載
し

ま
す
。
こ
の
場
合
も
通
常
の
投
票
と
同
様
に

投
票
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

点
字
投
票

　

視
力
に
障
害
の
あ
る
方
に
は
、
点
字
器
と

点
字
用
の
投
票
用
紙
を
用
意
し
て
あ
り
ま

す
。
投
票
所
で
投
票
管
理
者
に
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。

　

候
補
者
が
使
用
す
る
選
挙
運
動
用
ポ
ス

タ
ー
は
、
公
営
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
掲
示
さ

れ
ま
す
。
候
補
者
が
使
用
す
る
選
挙
運
動
用

ポ
ス
タ
ー
は
公
営
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
以
外

に
、
掲
示
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

頒
布
で
き
る
ビ
ラ
は
、
候
補
者
１
人
に
つ

き
、
町
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
た
２

種
類
以
内
、
枚
数
は
町
長
選
挙
は
５
０
０
０

枚
、
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙
は
１
６
０
０
枚

以
内
で
、
サ
イ
ズ
は
Ａ
４
判
以
内
の
も
の
で

す
。
な
お
、
こ
の
ビ
ラ
に
は
町
選
挙
管
理
委

員
会
の
交
付
す
る
証
紙
を
貼
ら
な
け
れ
ば
頒

布
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
頒
布
方
法
は

新
聞
折
込
み
や
候
補
者
の
選
挙
事
務
所
内
、

個
人
演
説
会
の
会
場
、
ま
た
は
街
頭
演
説
の

場
所
に
限
ら
れ
ま
す
。

理
委
員
会
で
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、
町
選
挙
管

理
委
員
会
へ
投
票
用
紙
等
を
請
求
し
て
く

だ
さ
い
。
請
求
後
、
投
票
用
紙
等
を
滞
在

す
る
住
所
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
投
票
用

紙
等
を
持
参
し
、
最
寄
り
の
選
挙
管
理
委

員
会
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。
投
票
先
の

選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
寄
居
町
選
挙
管
理

委
員
会
に
そ
の
不
在
者
投
票
が
郵
送
さ
れ

ま
す
。
郵
送
等
に
日
数
が
か
か
り
ま
す
の

で
、
請
求
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
投
票
用
紙
等
の
請
求
は
、
告
示

日
前
で
も
で
き
ま
す
。

※�

投
票
で
き
る
場
所
や
時
間
は
、
不
在
者
投
票
を

行
う
選
挙
管
理
委
員
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

○
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
身
体
に
重
度
の
障
害
等
が
あ
り
、
投
票

所
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
方
が
自
宅
等

で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
や
戦
傷

病
者
手
帳
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
お

持
ち
の
方
の
う
ち
、
一
定
の
要
件
等
に
該

当
す
る
方
が
利
用
で
き
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
「
郵

便
等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
交
付
を
希
望
す
る
方

は
、
お
早
め
に
町
選
挙
管
理
委
員
会
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
既
に
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」

を
お
持
ち
の
方
は
、
請
求
書
に
「
郵
便
等

投
票
証
明
書
」
を
添
え
て
選
挙
期
日
の
４

日
前
【
７
月
２７
日
㈬
】
ま
で
に
投
票
用
紙

等
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

明るい選挙を実現するための
寄附禁止のルール

政治家の寄附は禁止！
有権者が政治家に
寄附を求めることも禁止！

政治家(候補者、候補者になろうとする
者、現に公職にある者)が選挙区内の方
にお金や物を贈ることは法律で禁止さ
れています。また、有権者が政治家に
対して寄附を求めることも法律で禁止
されています。
例えば、こんな行為はできません。
○�政治家が、選挙区内の方に年賀状や暑
中見舞いを出すこと
○�会費制でない会合で、政治家がお金を
支払うこと(飲食代相当額であっても支
払うことはできません)
○�町内会の役員が、お祭りのときに政治
家に寄附を求めること
○�政治家が、町内の親睦旅行にせん別を
出すことや、各種会合に飲食物を差し
入れるなどの寄附をすること

行政インフォメーション  information 行政インフォメーション  information


